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令和５年１月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和５年１月３１日（火曜日）議事開始 午前 ８時５０分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出席委員 

【農業委員】 尾山 實文  竹下 助範  山下 正成  下原 小枝子  

栗下 章二  前原 幸太郎 岩屋 美智子 稲田 優 

田中 雄策  田上 みゆき 

 

【推進委員】 谷口 克美  赤川 リク子 園田 義保  福迫 久利 

  津口 えりこ 山口 長徳  溝添 トミ子 吉留 律子 

  土器 三紀夫 吉田 尚美  伊地知トシ子 高谷 千代子 

  杉元 義男  中津 ゆみ子 増田 賢造 

 

欠 席 委 員  

【農業委員】 なし 

【推進委員】 西田 保子  宮田 吉人 

事務局職員  

       事務局長       押川 国智  事務局長補佐  大田黒 元 

       農地調整係長     塩入 友之  農地調整係主査 大園 あけみ 

       農地調整係主任主事  馬越脇 浩  農地調整係主事 佐藤 純大  

 

  



2 

 

 

議   題  

    報告第２２号 農地等の合意解約について 

    報告第２３号 農用地利用配分計画について 

    報告第２４号 農地法第５条の規定による許可書の返戻について 

    議案第４８号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第４９号 農用地利用集積計画について 

     議案第５０号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第５１号 非農地証明願いについて 

    議案第５２号 引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

    議案第５３号 引き続き特定貸付けを行っている旨の証明について 

    議案第５４号 農業振興地域整備計画変更の協議について 
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事務局長 それではただいまから令和５年１月定例農業委員会総会を開催い

たします。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようございます。

ご着席ください。 

尾山会長 【あいさつ・・・・】 

尾山議長 次に委員の出席状況を報告いたします。宮田委員と西田委員より本

日の会議に欠席する旨、届出がありましたので報告いたします。よっ

て、ただいまの出席者は農業委員１０名、農地利用最適化推進委員１

５名で定足数に達しております。これより会議を開きます。議事に入

る前に議事録署名委員に、岩屋委員と田上委員を指名いたします。 

 それでは、ただ今から今月の議事に入ります。報告第２２号から報

告第２４号及び議案第４８号から議案第５４号までを一括議題とい

たします。事務局長に議案の朗読をお願いします。 

事務局長 （議案朗読） 

尾山議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。ま

ず、報告第２２号「農地等の合意解約について」事務局から説明をお

願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長 事務局。 

事務局 それでは、報告第２２号、農地等の合意解約についてご説明いたし

ます。議案書１ページをお開きください。今月の合意解約件数は１５

件でございます。 

２ページをご覧ください。令和５年１月分の合意解約一覧につきま

しては、ご覧のとおりでございます。今月の総会案件と関連がないも

のについて順番にご説明いたします。 

整理番号１番及び２番は、耕作者が経営規模を縮小するため、解約

するものです。 

整理番号３番から１０番までは、耕作者変更のため解約するもので

す。 
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整理番号１３番は、農地法第５条による農地転用のため解約するも

のです。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長 質問がないようですので、次に報告第２３号「農用地利用配分計画

について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局    議長。 

尾山議長   事務局。 

事務局    報告第２３号「農用地利用配分計画について」ご説明いたします。 

４ページをご覧ください。今月の農用地利用配分計画については、

令和５年１月１日付けで県知事が認可した案件をご報告するもので

ございます。計１０件、７３筆、５６，０３６㎡となっております。

詳細につきましては、５ページから１３ページに記載のとおりです。

以上、ご報告いたします。 

尾山議長 説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

（なしと言う者あり） 

尾山議長 質問がないようですので、次に報告第２４号「農地法第５条の規定

による許可書の返戻について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

尾山議長 事務局。 

事務局 １４ページ、報告第２４号「農地法第５条の規定による許可書の返

戻について」ご説明いたします。今月の返戻申出件数は１件です。 

申請人等の住所氏名、立地基準については省略させていただきま

す。１５ページをお開きください。 

整理番号１番、場所が大字浦、畑１筆、１，６２３㎡、転用目的は

作業場、資材置場となっております。許可書返戻の理由については記

載のとおりとなります。 

以上、ご報告致します。 
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尾山議長 説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

（なしと言う者あり） 

尾山議長 質問がないようですので、以上で報告を終わります。 

次に議案第４８号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

議長 事務局。 

事務局 議案第４８号、農地法第３条の規定による許可申請についてご説明

いたします。 

１６ページをご覧ください。今月の許可申請件数は、所有権移転１

４件、貸借４件、合計１８件となります。申請人の住所・氏名は省略

して、申請内容については、概略をご説明いたします。 

初めに、所有権移転について、ご説明いたします。整理番号１番、

１７ページになります。畑１筆、９１９㎡の売買です。価格は総額○

○円です。 

整理番号２番、畑１筆、７７４㎡の売買です。価格は総額○○円で

す。なお、譲受人の現在の経営面積は、３，８８５㎡ですが、１番の

農地とこの２番の農地とあわせ、別段面積の５０アールに達すること

となります。 

整理番号３番、次の１８ページまでになります。田２筆、６６１㎡

の売買です。価格は総額○○円です。 

整理番号４番、畑１筆、１，００２㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

整理番号５番、次の１９ページまでになります。田２筆、６３８．

２９㎡、畑２筆３５９㎡、計４筆、９９７．２９㎡の売買です。価格

は総額○○円です。備考欄のとおり、空き家に付属の農地です。 

整理番号６番、次の２０ページまでになります。田１筆、３３３㎡

の売買です。価格は総額○○円です。 
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整理番号７番、田１筆、５，１３４㎡の売買です。価格は１０アー

ル当たり○○円です。 

整理番号８番、次の２１ページまでになります。田６筆、４，５３

７㎡の売買です。価格は総額○○円です。備考欄のとおり、溝添委員

の掘起しです。 

整理番号９番、次の２２ページです。田２筆、２，８２６㎡の売買

です。価格は総額○○円です。備考欄のとおり、溝添委員の掘起しで

す。 

整理番号１０番、畑１筆、８４４㎡の売買です。価格は総額○○円

です。 

整理番号１１番、２３ページです。田１筆、１，１６７㎡の売買で

す。価格は総額○○円です。 

整理番号１２番、次の２４ページまでになります。田４筆、１４，

３８５㎡の売買です。価格は総額○○円です。譲受人は、市外在住で

すが、空き家バンク登録の空き家を購入し、新規就農する計画であり

ます。 

整理番号１３番、田１筆、６０３㎡の売買です。価格は総額○○円

です。譲受人は、１２番と同一人です。 

整理番号１４番、次の２５ページまでになります。田１筆、１，０

５３㎡、畑１筆２４１㎡、計２筆、１，２９４㎡の贈与です。 

続きまして、貸借について説明いたします。２６ページになります。 

整理番号１番、田１筆、２，７６６㎡の賃貸借です。 

整理番号２番、３３ページまでになります。田１４筆、１２，６６

４㎡、畑１６筆、６，１７３㎡、計３０筆、１８，８３７㎡の使用貸

借です。 

整理番号３番、次の３４ページまでになります。田２筆、３，０７

３㎡の賃貸借です。 

整理番号４番、田１筆、９２１㎡の賃貸借です。備考欄のとおり、
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貸人が死亡しているため、相続人からの申出であります。 

以上、所有権移転１４件、貸借４件、合計１８件です。ご審議方、

よろしくお願いします。 

尾山議長 事務局の説明が終わりました。議案第４８号については、各担当委

員が現地確認等をしていただいております。 

土地の現地確認と申請人「受人」の確認をそれぞれお願いしており

ます。各委員から報告をしていただきます。 

所有権移転 整理番号１番と２番の土地および申請人「受人」の報

告を田上委員にお願いします。 

田上委員 議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  整理番号１番と２番について報告いたします。渡人はご兄弟です。

申請地は○○自治会内で基盤整備はされておりませんが隣接してい

る農地と１枚にしてあって約２反の形状の良い畑です。現在は作付け

されておりませんが除草されており整備されていました。 

 受人の営農状況についてですが、兼業農家で水田と露地野菜を作っ

ておられます。地域との調和については、兼業ですが所有農地の管理

も行き届いており問題ないかと思います。皆さんのご審議方お願いし

ます。 

尾山議長  次に、整理番号３番の土地を宮田委員にお願いしていましたが、本

日欠席のため、申請人「受人」と併せて事務局にお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局 整理番号３番の農地について、宮田委員の調査報告を代読します。 

申請農地は、○○自治会にあり、基盤整備されておりませんが、農

地の形状は良好であります。農地の周辺は水田であり、日照、接道、

用排水は良好であります。農地の状況として、作付けはされていませ

んでした。以上、代読により報告いたします。 
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譲受人が市外のため、事務局から報告します。 

受人の職業は農業で、市内の親族が経営する大規模な稲作主体の農

家世帯で就農しています。その経営責任者の孫にあたり、現在のとこ

ろ後継者はいませんが、何事に対しても活動的に従事されています。 

地域との調和に関しては、積極的に活動されていると伺っており、

農薬散布については、周辺の方々と調和を図るとのことでしたので、

特に問題はないと思います。 

尾山議長  次に、整理番号４番の土地を伊地知委員に、申請人「受人」の報告

を事務局にお願いします。まずは、伊地知委員にお願いします。 

伊地知委員  議長。 

尾山議長  伊地知委員。 

伊地知委員  整理番号４番の申請農地について報告します。農地は○○自治会内

にあります。場所は○○の○○の隣に位置しています。基盤整備はし

てありません。接道、日照、用排水についてはまあまあといったとこ

ろですが、用排水はあまり良くないといった話も聞きました。以上報

告いたします。 

尾山議長  次に、事務局にお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  譲受人が市外のため、事務局から報告します。 

受人の職業は農業で、市内の親族が経営する大規模な稲作主体の農

家世帯で就農しています。その経営責任者の子にあたり、後継者もお

られ、何事に対しても活動的に従事されています。 

地域との調和に関しては、積極的に活動されていると伺っており、

農薬散布については、周辺の方々と調和を図るとのことでしたので、

特に問題はないと思います。 

尾山議長  次に、整理番号５番の土地を杉元委員に、申請人「受人」の報告を

事務局にお願いします。まずは、杉元委員にお願いします。 
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杉元委員  議長。 

尾山議長  杉元委員。 

杉元委員  申請農地４筆について報告いたします。申請農地は○○の北側にあ

ります。田２筆については形状も良く、日照、接道、用排水も良好で

す。畑２筆は不整形で、日照、排水は良好ですが、接道がありません。

現在は耕運がされております。以上報告いたします。 

尾山議長  次に、事務局にお願いします。 

事務局 議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  受人は、空き家及び空き家に付属した農地を購入し、えびの市へ移

住されたものです。申請農地の田は、これまで同様、水稲栽培し、ま

た、畑については、露地栽培する予定であります。後継者もおられま

す。地域との調和については、共同作業など周囲への取組にも参加す

るとの事ですので、何ら問題ないと判断します。 

尾山議長 次に、整理番号６番の土地及び申請人「受人」の報告を竹下会長代

理にお願いします。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  整理番号６番について説明いたします。○○地区にあります。基盤

整備はされておりません。農地の形状はあまり良くありません。周辺

一帯は田、宅地が広がっています。日照、接道、用排水は特に問題あ

りません。作付け状況は、現在までは飼料作物を作っておられました。

受人が今まで使用貸借で作っておられて、受人の農地に囲まれるよう

なところに位置します。出入口がない農地でございました。 

 受人は当該農地の隣に家を構えていらっしゃいます。営農状況は稲

作の専業農家でございます。牛の育成をやられていましたが、高齢の

ため現在はやっておりません。後継者は孫がいますがまだ一緒に事業

はされておりません。取得後は今まで通り飼料作物等をやっていくと
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の事でございます。畦畔管理、地域との調和も良好です。 

 価格の修正がありましたが、司法書士との食い違いがあったみたい

です。特に問題ないと判断しましたので、皆様のご審議をよろしくお

願いします。 

尾山議長  次に、整理番号７番の土地を津口委員に、申請人「受人」の報告を

土器委員にお願いします。まずは津口委員にお願いします。 

津口委員 議長。 

尾山議長 津口委員。 

津口委員 整理番号７番の農地１筆についてご報告いたします。申請農地は○

○自治会内にあります。周辺一帯は基盤整備が行われた水田で今後も

水田として耕作される予定です。日照、接道、用排水は良好です。以

上報告します。 

尾山議長 次に土器委員にお願いします。 

土器委員 議長。 

尾山議長  土器委員。 

土器委員  整理番号７番の受人についてご報告いたします。受人は○○自治会

におり、専業農家で籾摺り、乾燥もされている方で後継者もおられま

して、耕地面積を増やされているところです。取得後は田で、畦畔管

理は良好、地域との調和も良いです。以上です。 

尾山議長  次に、整理番号８番と９番の土地及び申請人「受人」の報告を溝添

委員にお願いします。 

溝添委員  議長。 

尾山議長  溝添委員。 

溝添委員  整理番号８，９番の農地について説明します。申請地は○○自治会

内にあります。場所は○○公民館から南側に６００ｍ行ったところで

す。基盤整備はされておりません。農地はきれいに耕運されています。

周辺一帯は水田です。日照、接道、用排水は良好です。 

 続きまして受人の状況について報告します。受人は○○自治会にい
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らっしゃいます。営農状況は稲作主体の専業農家です。後継者もいら

っしゃいます。渡人との関係は親戚であります。地域との調和につい

ては、周辺の農家の方と協力していきたいとの事です。皆様のご審議

方よろしくお願いします。 

尾山議長  次に、整理番号１０番の土地及び申請人「受人」の報告を溝添委員

にお願いします。 

溝添委員  議長。 

尾山議長  溝添委員。 

溝添委員 整理番号１０番の農地、受人について報告します。申請地は○○自

治会内にあります。場所は○○公民館から南側に５００メートルのと

ころで、受人の住宅敷地内のところです。基盤整備はされていません。

農地はきれいに整地されています。周辺一帯は畑で北側に住宅があり

ます。日照、接道、用排水は良好です。 

続きまして受人の状況について報告いたします。受人の営農状況は

兼業農家で、後継者はまだ小さいですがいるとの事です。渡人との関

係は知人であります。これからはブロッコリー、ほうれん草などの野

菜を作付けされるとの事です。地域との調和については周辺農家に迷

惑を掛けないように努力していきたいとの事でした。皆さんのご審議

方よろしくお願いします。 

尾山議長  次に整理番号１１番の土地を岩屋委員にお願いします。申請人「受

人」は、所有権移転整理番号７番と同一人物のため省略します。 

岩屋委員  議長。 

尾山議長  岩屋委員。 

岩屋委員  整理番号１１番の農地について報告いたします。申請農地は○○自

治会内にあります。○○の南側にあり、基盤整備済みの水田地帯で申

請農地の形状は細長いです。日照、接道、用排水は良好です。今は稲

作のあときれいに耕起されていました。以上報告します。 

尾山議長  次に、整理番号１２番と１３番の土地を伊地知委員に、申請人「受
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人」の報告を事務局にお願いします。まず伊地知委員にお願いします。 

伊地知委員  議長。 

尾山議長  伊地知委員。 

伊地知委員  整理番号１２番の申請農地について報告します。農地は○○自治会

内にあります。場所は○○の中間の○○の所から２００メートル東に

行ってそれからまた右に曲がって５０メートルくらいのところに位

置します。基盤整備はしてありません。接道、日照、用排水について

は良くありません。以上報告いたします。 

 １３番の農地について説明します。１２番の農地と隣接しておりま

して、状況は１２番と一緒であまり良くありません。よろしくお願い

します。以上報告します。 

尾山議長  次に事務局にお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局 受人は、空き家及び空き家に付属した農地を購入し、えびの市へ移

住されたものです。 

申請農地の田は休耕地でありますが、取得後は水稲栽培する予定で

あるため、周辺地域への影響は特になく、問題ないと判断します。ま

た、既に就農するにあたり一式の農機具も取得済みであります。 

尾山議長  次に、整理番号１４番の土地、字○○を山口委員に、字○○を赤川

委員に、申請人「受人」の報告を田中委員にお願いします。まずは、

字○○を山口委員にお願いします。 

山口委員  議長。 

尾山議長  山口委員。 

山口委員  整理番号１４番の農地について報告いたします。○○から東に約５

００メートル行き、○○から○○に向かったところにあります。○○

自治会内です。基盤整備はされており、○○土地改良区管内でござい

まして、多面的機能支払制度によりまして、１０年間にわたり整備さ
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れている場所であります。接道、日照、用排水全て良好です。周辺一

帯も水田で問題ないところです。以上報告いたします。 

尾山議長  次に、字○○を赤川委員にお願いします。 

赤川委員  議長。 

尾山議長  赤川委員。 

赤川委員  整理番号１４番の畑１筆について報告いたします。申請農地は○○

自治会内にあります。周辺は住宅地で、その住宅地に囲まれた形状の

良い畑です。日照、接道用排水は良好です。畑にはいろいろな種類の

野菜が植えてありました。皆様のご審議よろしくお願いします。 

尾山議長  次に、譲受人について田中委員にお願いします。 

田中委員  議長。 

尾山議長  田中委員。 

田中委員  整理番号１４番の受人について報告いたします。受人は○○自治会

内に住まれていて、渡人はおじさんとの事でした。申請地の田畑は２

年前から管理されており、今は退職されたご主人も一緒に管理されて

いるとの事です。このような状況で今回贈与となりました。皆さんの

ご審議をよろしくお願いします。 

尾山議長  次に貸借整理番号１番の土地及び、申請人「受人」を稲田委員にお

願いします。 

稲田委員  議長。 

尾山議長  稲田委員。 

稲田委員  整理番号１番について報告いたします。申請農地は○○地区で、○

○の西側にあり、○○より北側に接した１枚の水田です。基盤整備さ

れた水田地帯の一角で、形状も良く、日照、接道、用排水も良好です。 

 受人の営農状況は、稲作主体の専業農家です。就農される前までは

○○におられたそうです。今のところ後継者はおられませんが、営農

に一生懸命取り組まれ、所有農地の管理も行き届いており問題ないと

判断いたします。以上、よろしくお願いします。 
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尾山議長  次に貸借整理番号２番の土地、大字○○を赤川委員に、大字○○を

中津委員に、申請人「受人」を栗下委員にお願いします。まずは、大

字○○を赤川委員にお願いします。 

赤川委員  議長。 

尾山議長  赤川委員。 

赤川委員  整理番号２番の農地について報告します。申請地は○○自治会内に

あります。周辺は山林と水田に囲まれた傾斜のある細長い長方形の農

地です。日照、接道、用排水は良好です。鹿などの進入を防ぐために

防護柵が張り巡らされていました。作付けはされていなくて草が生え

ていました。以上報告します。 

尾山議長  次に、中津委員にお願いします。 

中津委員  議長。 

尾山議長  中津委員。 

中津委員  整理番号２番の計２９筆について報告します。申請農地は○○自治

会内にあります。水田が１３か所、畑が１６か所ありました。全て耕

起してありました。基盤整備済みで周辺は水田、畑地帯です。日照、

接道、用排水は良好です。以上報告します。 

尾山議長  次に、栗下委員にお願いします。 

栗下委員  議長。 

尾山議長  栗下委員。 

栗下委員  整理番号２番の受人の状況について報告いたします。受人は○○の

一員で稲作主体の専業農家です。後継者もおります。後継者は○○と

農業を営んでおります。所有農地の管理も行き届いており、何ら問題

はないと判断いたしました。以上報告いたします。 

尾山議長  次に貸借整理番号３番と４番の土地及び申請人「受人」の報告を田

中委員にお願いします。 

田中委員  議長。 

尾山議長  田中委員。 
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田中委員  整理番号３番について報告します。申請地は○○自治会内にあり、

受人と渡人は同じ自治会内でこれまで借りていた人が急に亡くなら

れたので、後を借りる人がいないかという事で受人に依頼がありまし

た。日照、接道、用排水は最高に良好です。皆さんのご審議をよろし

くお願いします。 

 続けて４番について報告します。申請地は３番と同じ場所です。受

人、渡人の状況、農地の状況も３番と同様でございます。以上よろし

くお願いします。 

尾山議長  各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の

説明をお願いします。 

事務局 今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から第

６号まで、事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題ござ

いませんでした。 

農地法第３条第２項第７号につきましては、委員の皆さまから事前

調査の報告がありましたとおり、地域との調和要件など、問題はない

ということでございます。 

従いまして、計１８件につきましては、農地法第３条第２項各号に

該当しないため、許可要件をすべて充たしていると考えます。以上ご

報告いたします。 

尾山議長  ただいま、各委員及び事務局より説明がありました。 

 これより議案第４８号の審議に入ります。 

 ３３ページから３４ページ、貸借整理番号３番と４番の譲受人は、

竹下会長代理であります。よって農業委員会等に関する法律第３１条

「議事参与の制限」の規定に基づき竹下会長代理の退席を求めて審議

します。竹下会長代理の退席をお願いします。 

（竹下会長代理退席） 

尾山議長  それでは、貸借 整理番号３番と４番について各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか。 
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 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。貸借 整理番号３番と４番は原案のとおり承認

することに賛成の委員の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。竹下

会長代理の退席を解きます。 

（竹下会長代理着席） 

尾山議長  それでは、貸借 整理番号３番と４番を除く、議案第４８号の審議

に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

（なしと言う者あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。貸借 整理番号３番と４番を除く、議案第４８

号は、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

 ここでしばらく休憩いたします。午前１０時再開します。 

（休憩） 

尾山議長 休憩前に引き続き会議を開きます。次に、議案第４９号「農用地利

用集積計画について」を議題といたします。事務局から説明をお願い

します。 

事務局 議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局 ３５ページ、議案第４９号「農用地利用集積計画について」説明し

ます。 

今月の計画件数は、所有権移転２件、利用権設定１５件、合計１７

件となっております。 

利用権設定のうち、農地中間管理事業は９件となっております。  
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申出人の住所・氏名、備考欄につきましては、特記事項のみを説明

し、他は省略させていただきます。また、法人及び所有者が死亡して

いる場合は、年齢が空欄となりますのでご了承ください。 

はじめに所有権移転についてご説明いたします。３６ページをご覧

ください。 

整理番号１番、田１筆、６８２㎡の売買です。価格は総額○○円で

す。こちらは備考欄に記載のとおり伊地知委員の掘起しです。 

整理番号２番、田１筆、１，５２８㎡の売買です。価格は総額○○

円です。 

続きまして、利用権設定についてご説明いたします。 

利用権設定については、貸借期間及び借賃についても省略し、特記

事項のみ説明させて頂きます。 

使用貸借については、賃借料の記載が空欄となりますのでご了承く

ださい。 

３７ページです。整理番号１番、田５筆、１１，８４８㎡の賃貸借

です。 

３８ページです。整理番号２番、田２筆、９８５㎡の賃貸借です。 

３９ページです。整理番号３番、田２筆、９８９㎡の賃貸借です。 

整理番号４番、田１筆、１，９１５㎡の賃貸借です。 

４０ページです。整理番号５番、田２筆、畑２筆、計４筆、６，４

２２㎡の賃貸借です。こちらは備考欄に記載のとおり稲田委員の掘起

しです。 

整理番号６番、田３筆、６，５９１㎡の賃貸借です。 

整理番号７番、４２ページから４５ページです。田１２筆、１８，

９９９㎡の使用貸借です。 

整理番号８番から１５番までは農地中間管理事業です。なお、借受

人の経営面積欄の記載は、システムへの配分先未入力面積が表示され

てしまうものですのでご了承ください。 
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整理番号８番、畑１筆、１，０１９㎡の賃貸借です。 

整理番号９番、４５から４６ページです。田３筆、３，２２９㎡の

賃貸借です。 

整理番号１０番 ４６ページから４７ページです。畑４筆、１９，

５３２㎡の賃貸借です。 

整理番号１１番、田１筆、１，０７９㎡の賃貸借です。 

４８ページです。整理番号１２番、田１筆、１，２３０㎡の賃貸借

です。 

整理番号１３番、田１筆、１，２６４㎡の賃貸借です。 

整理番号１４番、４８ページから４９ページです。田４筆、６，２

８９㎡の賃貸借です。 

５０ページです。整理番号１５番、畑１筆、１，６２３㎡の賃貸借

です。こちらは備考欄に記載のとおり５条許可返戻№１関連です。 

以上、計画内容は市の基本構想に基づくものであり、利用権設定等

を受ける者が農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農作業

に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の

各要件を満たしていると考えます。ご審議方よろしくお願いいたしま

す。 

尾山議長  ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第４９号の

審議に入ります。 

 ３６ページ、所有権移転整理番号１番の譲受人は、吉田委員の同居

する親族であります。よって農業委員会等に関する法律第３１条「議

事参与の制限」の規定に基づき吉田委員の退席を求めて審議します。

吉田委員の退席をお願いします。 

 （吉田委員退席） 

尾山議長  それでは、所有権移転整理番号１番について各委員の質疑を求めま

す。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 
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尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。所有権移転整理番号１番は原案のとおり承認す

ることに賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。吉田

委員の退席を解きます。 

  （吉田委員着席） 

尾山議長  それでは、所有権移転整理番号１番を除く、議案第４９号の審議に

入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。所有権移転整理番号１番を除く、議案第４９号

は、原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議案

第４９号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。 

尾山議長 次に議案第５０号「農地法第５条の規定による許可申請について」

と、議案第５１号「非農地証明願いについて」を議題といたします。

事務局から説明をお願いします 

事務局  議長。 

議長  事務局。 

事務局 ５１ページ、議案第５０号「農地法第５条の規定による許可申請に

ついて」ご説明いたします。今月の許可申請件数は３件です。 

申請人等の住所氏名、立地基準については省略させていただきま

す。５２ページをお開きください。 

整理番号１番、場所が大字○○、畑１筆、全体面積１５，０３４㎡

のうち１，３８５㎡を太陽光発電施設として申請するものです。権利

関係は貸借権です。工事期間は許可日から令和５年３月３１日までと
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なっています。事業費につきましては、土地賃借費２０年間で○○円、

建設費及び諸費用○○円、合計○○円を全額自己資金により対応され

るとの事です。雨水につきましては、地下浸透にて処理します。 

続きまして整理番号２番、場所が大字○○、田１筆、１，０６７㎡

を太陽光発電施設として申請するものです。権利関係は売買です。工

事期間は令和５年４月１５日から令和５年６月３０日までとなって

います。事業費につきましては、土地取得費○○円、造成費○○円、

機材工事費○○円、諸費用○○円、合計○○円を全額自己資金で対応

されます。雨水につきましては、地下浸透にて処理します。 

続きまして整理番号３番、場所は大字○○、畑１筆、４１６㎡を資

材置場として申請するものです。権利関係は売買です。工事期間は令

和５年３月１０日から令和５年４月３０日までとなっています。事業

費につきましては、土地取得費○○円を全額自己資金で対応されま

す。造成費に関しましては自己労力により対応されます。雨水につき

ましては、地下浸透にて処理します。 

次に、５３ページ、議案第５１号「非農地証明願いについて」ご説

明いたします。今月の証明願い件数は１件でございます。申出人の住

所氏名、立地基準については省略させていただきます。５４ページか

ら５６ページになります。 

整理番号１番、場所が、大字○○、田１筆、畑１６筆、計１７筆、

６，６５９㎡です。申請理由は山林です。 

以上、ご審議方よろしくお願い致します。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第５０号から第５１号について

は、１月３０日に、第１小委員会で審議がされておりますので、ここ

で第１小委員長から報告をお願いします。 

下原第１小委員長   議長。 

議長 下原第１小委員長。 

下原第１小委員長  それでは、第１小委員会の報告を行います。 
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会長から招集を受けまして、１月３０日に委員８名、事務局３名の

計１１名の出席のもと、第１小委員会を開催いたしました。今回の議

案は、農地法第５条３件、非農地証明願い１件、計４件でございます。

それでは、議案ごとに、ご説明いたします。 

議案第５０号、農地法第５条、整理番号１番についてご説明いたし

ます。 

譲受人は○○市内で太陽光発電業等を営んでおり、今回、当市で売

電事業をしたく候補地を探していたところ、譲渡人の了承を得たので

申請するものです。場所は○○地区です。○○公民館から北西に約２

キロのところに位置します。申請地の状況は、四方を山林及び原野に

囲まれています。周囲の農地への影響はないと判断し、その他、特に

問題は見当たりませんでした。 

続きまして整理番号２番についてご説明いたします。 

譲受人は○○市で太陽光発電業等を営んでおり、今回、当市で売電

事業をしたく候補地を探していたところ、譲渡人の了承を得たので申

請するものです。場所は○○地区です。○○から南東に約１００ｍの

ところに位置します。申請地の状況は、北側は農地、南側は農地、東

側は水路、西側は宅地に接しています。周囲の農地への影響はないと

判断し、その他、特に問題は見当たりませんでした。 

続きまして、整理番号３番についてご説明いたします。 

申請人は、資材置場を確保したく、候補地を探していたところ、譲

渡人の了承を得たので申請するものです。場所は○○地区です。○○

から北西側約４００ｍのところに位置します。申請地の状況は、北側

は市道、南側、東側、西側は農道に接しております。周囲の農地への

影響はないと判断し、その他、特に問題は見当たりませんでした。５

条申請は以上となります。 

 続きまして、議案第５１号、非農地証明願いについてご説明いたし

ます。整理番号１番につきましては市の公用車では行くことが出来ま
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せんでしたので、事務局が用意した航空写真や現況写真で判断いたし

ました。特に問題は見当たりませんでした。 

 以上、第１小委員会は、慎重・審議しました結果、農地法第５条３

件、非農地証明願い１件、計４件については、全会一致で許可相当及

び非農地としてやむを得ないと判断いたしました。 

 皆さまのご審議をお願いしまして、第１小委員会の報告を終わりま

す。 

尾山議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局  議長。 

議長  事務局。 

事務局  判断根拠をご説明いたします。農地法第５条の規定による転用許可

申請において、一般基準につきましては、申請書に基づき審査した結

果問題ございませんでした。立地基準につきましても小委員長報告に

ありましたとおり問題ないとのことでございます。また、非農地証明

願いについて、県が示す証明書交付手続き要領及び市農業委員会非農

地判定に係る取扱基準に合致していると判断いたします。 

よりまして、今月の議案第５０号から第５１号の計４件につきまし

ては、転用許可基準及び、非農地判断基準を全て満たしていると判断

いたします。以上でございます。 

尾山議長  ただいま、第１小委員長報告及び事務局の説明がありました。 

 これより審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありま

せんか。 

 （なしと言う者あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 議案第５０号と議案第５１号に対する第１小委員長の判断は、許可

相当であります。 

 また、事務局の判断も許可相当であります。お諮りいたします。 

 議案第５０号と議案第５１号は、原案のとおり承認することに賛成
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の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長   全員賛成と認めます。議案第５０号は、原案のとおり、許可相当と

して知事に意見書を送付いたします。 

 また、議案第５１号は、お諮りのとおり決定いたします。 

   次に、議案第５２号「引き続き農業経営を行っている旨の証明につ

いて」と議案第５３号「引き続き特定貸し付けを行っている旨の証明

について」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  議案第５２号及び議案第５３号についてご説明いたします。 

内容の前に制度について概略ご説明いたします。 

生前一括贈与に係る納税猶予の制度は、農業後継者の育成を税制面

から支援するために設けられた制度で、贈与する者が、農地の全部を、

農業後継者である推定相続人に贈与した場合に、贈与を受けた農地に

ついて、後継者が農業を営んでいる限り、贈与税が猶予され、いずれ

かが死亡した時に贈与税が免除となる制度です。  

当該証明書は、生前一括贈与に係る納税猶予を受けるために、３年

に１度、税務署に提出する書類で、農業委員会より「農業経営を引き

続き行っている旨の証明書」を発行しなければならないため、本日の

議案で審議していただくものです。 

それでは、５７ページをご覧ください。議案第５２号「引き続き農

業経営を行っている旨の証明について」、今回の証明願いの件数は２

件で、継続の案件でございます。 

  ５９ページをご覧ください。議案第５３号「引き続き特定貸付け

を行っている旨の証明について」、証明願いの件数は１件で新規の案

件でございます。 

納税猶予を受けた後継者が、農地中間管理機構等を通じて利用権設
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定をする場合には納税猶予の対象で特定貸付となります。 

本総会決定後は申出者に証明書を発行いたしまして、小林税務署で

納税猶予の手続きを行っていただくことになります。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第５２号と議案第５３号につい

ては、各担当委員が営農状況を確認しております。 

  まず、議案第５２号、整理番号１番について、岩屋委員にお願いし

ます。 

岩屋委員  議長。 

尾山議長  岩屋委員。 

岩屋委員  受贈者は現在稲作主体の兼業農家です。贈与を受けた農地について

引き続き農業経営を行っていることから、今回の証明について何ら問

題ないと報告します。 

尾山議長  次に、整理番号２番については、議案第５３号、整理番号１番と関

連があるため、併せて事務局にお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  納税猶予対象者は○○市在住で、農地中間管理事業で、令和２年か

ら貸付けを行っており、事務局で対象農地の確認に行きましたが、耕

作者の自宅近くに農地があり、適正に管理されておりましたので、今

回の証明について何ら問題ないことを報告します。以上、ご審議方よ

ろしくお願いします。 

尾山議長 委員及び事務局の説明が終わりました。これより議案第５２号と議

案第５３号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はあり

ませんか。 

（なしと言う者あり） 

尾山議長 質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮り

いたします。議案第５２号「引き続き農業経営を行っている旨を証明

することについて」と議案第５３号「引き続き特定貸し付けを行って
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いる旨を証明することについて」賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長   全員賛成と認めます。議案第５２号及び議案第５３号は、お諮りの

とおり決定いたします。 

  次に、議案第５４号「農業振興地域整備計画変更の協議について」

を議題といたします。畜産農政課から説明をお願いします。 

畜産農政課  議長。 

尾山議長  畜産農政課。 

畜産農政課  失礼します。 

 えびの市畜産農政課で農業振興地域整備計画（農振、青地、白地）

を担当しております加藤と申します。よろしくお願いいたします。 

議案の説明をさせていただきますが、その前に農業振興地域整備計

画の概要について簡単ではありますが、補足説明させていただきま

す。 

皆様のお手元にあります、左上に「農業振興地域整備計画の概要」と

書いてある資料をご覧ください。 

（農業振興地域整備計画の概要の説明） 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

 この議案は、農業振興地域に関する法律に基づき、農業振興地域整

備計画の策定や変更する際は農業委員会の意見を聴くものとされて

いるため、今回、農業委員会総会でお諮りするものでございます。 

 まず、議案第５４号別冊１からご説明いたします。 

 １ページをご覧ください。 

 こちらは、今回、見直しを行いました農業振興地域整備計画書でマ

スタープランとも呼ばれるものです。 

 続いて２５ページをお開きください。 

 えびの市農業振興地域整備計画に関する基礎調査資料になります。

こちらは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき地域の現状を把
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握するために農業に関する事項や農業以外の事項についても調査し

たものになります。この基礎調査で現状を把握したうえで、１ページ

から２４ページの農業振興地域整備計画書の内容を全体的に見直し

いたしました。 

 議案第５４号別冊１の詳細については、議案配布時に事前に配布さ

せていただいておりますので、省略させていただきます。 

 続いて、議案第５４号別冊２をご説明いたします。 

 １ページをお開きください。この議案は、農用地利用計画の変更に

ついて意見を求めるものです。まず、農用地利用計画とは、優良農地

の確保や農業関係の施策を計画的に推進することを目的に農用地区

域（青地）を設定し、農用地区域（青地）の農地を明確に示したもの

です。今回の全体見直しでは、この農用地利用計画で設定されている

農用地区域（青地）を農用地区域外（白地）へ除外を検討しており、

その内容を１ページに記載しておりますので、ご覧ください。今回の

全体見直しでの農用地利用計画変更については、除外のみで大きく４

つの変更理由により除外を判断しました。 

 まず「Ａ山林・原野化により農業上の利用は困難と判断するもの」

で９０件、２６１筆、２９３,５０５．３７㎡を除外するものです。こ

ちらは、農業委員会の利用状況調査で特に農地への復旧が困難と判断

された農地を重点に調査し、除外が可能と判断できるものを挙げてお

ります。 

 次に「Ｂ農業委員会の非農地決定によるもの」で１２件、２９筆、

２７，８５６㎡を除外するものです。こちらは、平成２６年以降に農

業委員会総会で非農地として決定した農地で、農振除外がされていな

かった農地を今回除外するものです。 

 次に「Ｃ公益性が特に高いと認められる事業に該当するもの」で２

件、３筆、４,５０２．９５㎡を除外するものです。この公益性が特に

高いと認められる事業については、農業振興地域の整備に関する法律
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施行規則第４条の５に規定されており、農用地区域（青地）に含まれ

ないとされているため、除外するものです。この２件の内容は、大字

大明司の山内地区にあります山内浄水場、もう１件は大字大河平の吉

牟田地区にあります携帯電話基地局となります。 

 最後に「Ｄ農用地の小集団化により周辺農用地との一帯利用が困難

となるもの」で１件、１５筆、９，７０４㎡を除外するものです。内

容としては、湯田西郷地区の産業団地の導入に伴い、周辺が宅地など

の農地以外の土地利用が進み、小集団で農地の広がりがない状況とな

っており、農業振興地域の整備に関する法律において法定農用地に該

当しなくなったため除外するものです。 

合計がＡからＤで１０５件、３０８筆、３３５,５６８．３２㎡となり

ます。 

 ２ページをお開きください。２ページから１３ページは、今回除外

を検討している地番一覧となります。 

１４ページをお開きください。こちらは、えびの市全体の図面とな

っております。赤枠の番号が図郭番号を示しており、２ページから１

３ページの地番一覧の一番右側の図郭番号と一致します。１５ページ

からは図郭番号ごとの農振除外の位置を示した農振図となっており

ます。図面上に書いてある黒枠の番号は案件番号となっております。 

１５ページ以降につきましては、議案配布にて事前にお配りさせてい

ただきましたので、説明は省略させていただきます。 

別冊２の案件は全て現地調査により現況を確認し、農地の状況や周

辺の状況から農用地としての確保は不要と判断しております。 

議案第５４号の説明は以上となります。皆様方のご審議よろしくお願

いします。 

尾山議長 ただいま、畜産農政課より説明がありました。これより議案第５４

号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

杉元委員  議長。 
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尾山議長  杉元委員。 

杉元委員  農振を除外した農地に関連する水路の修繕等は従来どおり市が対

応してくれるのでしょうか。 

畜産農政課  議長。 

尾山議長  畜産農政課。 

畜産農政課  ただいまのご質問につきましては農林整備課に確認したのち回答

させていただきたいと思います。 

尾山議長  杉元委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

増田委員  議長。 

尾山議長  増田委員。 

増田委員 本人から農振除外の申請がありましたか。 

畜産農政課  議長。 

尾山議長  畜産農政課。 

畜産農政課  本人からの除外の申出につきましては３件ほどございました。内容

につきましては荒廃化している等でございます。周辺への影響、位置

関係等精査して今回除外に至っているところでございます。 

尾山議長  増田委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

畜産農政課  議長。 

尾山議長 畜産農政課。 

畜産農政課  補足させていただきます。議長より今回編入はないとご説明いただ

きましたが今回編入がない理由につきましては、編入すべき農用地と

いうのが農振法上定められておりまして、該当する農地は平成２４、

２５年度の全体見直しにおいて、青地になっておりまして、今回はあ

げていないところでございます。 
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尾山議長  他に質疑はありませんか。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  ○○地区の上の方、道路を挟んで青地と白地のところがあります

が、白地の方はソーラーができ、青地のほうは条件が同じにもかかわ

らず、隣が農振地であったためにソーラーを設置したくてもできなか

った事例があります。 

特別管理と個別管理があるとの事ですが、個別管理について、そう

いう所は青地から白地に個別に申請できるのでしょうか。 

畜産農政課  議長。 

尾山議長  畜産農政課。 

畜産農政課  農地につきましては、農振法と農地法で制限がかかっています。個

人でも農振除外の５要件を満たせば農振除外は可能かと思われます

が、除外農地を含む農地の広がりや除外面積等によっては農地法上で

も制限がありますので、農地以外の利用が難しい事があります。 

畜産農政課  補足いたします。除外したい農地の条件が個人で違います。今申し

上げたとおり５要件の事もありますので事前に相談して頂けるとよ

いかと思われます。 

尾山議長  福迫委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

事務局 議長。 

尾山議長 事務局。 

事務局 福迫委員の質問に関連しまして、個別の相談、申請で農振青地から

白地への除外は可能であるとの事ですが、当該農地が農地法上の１種

農地に該当する農地であれば、転用の制限がかかります。例えば１種

農地には太陽光発電施設を設置することができません。 

白地になったとしても、農地法の規定によりすべての農地は１種、
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２種、３種に区分されており、それぞれ制限がありますのでご承知お

き願いたいと思います。 

尾山議長 他に質疑はありませんか。 

増田委員 議長。 

尾山議長 増田委員。 

増田委員 今回の見直しについて、周知していたと思いますが、皆さん関心が

あったと思いますか。いかがですか。 

畜産農政課 議長。 

尾山議長 畜産農政課。 

畜産農政課 今回の見直しについてはホームページや広報誌等で周知を図って

きました。昨年度説明会も実施しております。出席者は少なかったで

すが、今回、委員の皆様からもご意見をいただくことになりますので、

計画に反映させていただきたいと考えています。 

尾山議長 増田委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長 農振制度につきましては、委員の皆様に対しても農家さんから聞か

れることがあろうかと思います。今回の議案資料等に良くまとめられ

ていますので、家に戻られてもう一度確認し、利用して頂きたいと思

います。他に質疑はありませんか。栗下委員いかがですか。 

栗下委員 議長。 

尾山議長 栗下委員。 

栗下委員 今まで委員が非農地判断したところについても、もれなく反映され

ていますでしょうか。 

畜産農政課 議長。 

尾山議長 畜産農政課。 

畜産農政課 別冊２の２ページにあります、「山林原野化により農業上の利用が

困難と判断するもの」のところに農業委員会が実施する利用状況調査

の結果とあわせて反映させているところです。 



31 

 

尾山議長 栗下委員よろしいですか。（はいとの返事あり） 

他に質疑はありませんか。 

稲田委員 議長。 

尾山議長 稲田委員。 

稲田委員 次回の見直しは何年後を考えていますか。 

畜産農政課 議長。 

尾山議長 稲田委員。 

畜産農政課 農振法の規定で概ね５年とされておりまして、市町村間で時期が異

なっております。前回は平成２５年度に実施して、約１０年後に今回

全体見直しを行うことになりますが、理由としまして新燃岳の噴火に

よる農地の影響による調査困難などがありました。 

尾山議長 稲田委員よろしいですか。 

（はいとの返事あり） 

尾山議長 他に質疑はありませんか。 

（なしと言う者あり） 

尾山議長 質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮り

いたします。議案第５４号は、原案のとおり承認することに賛成の委

員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長   全員賛成と認めます。議案第５４号は、お諮りのとおり決定いたし

ます。以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

 

終了時間 午前１０時５８分 

 


